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常任理事・情報広報部長 中 川 俊 男

道州制特区�

昨年１２月、高橋はるみ北海道知事は、経済

財政諮問会議に出席し、小泉総理に対して、

全国に先行して北海道で道州制を特区として

実施することを要望しました。さらに、今年

４月５日、道は「道州制特区にむけた提案」

をまとめて発表しています。本ページは新設

のコーナーですが、今月から３回にわたり道

州制特区について解説します。

道州制とは：全国をいくつかの大きなブロッ

クにわけて広域的な自治体を作ろうとするも

のです。この構想は、国は外交・防衛などに

専念し、それ以外は広域自治体である道州が

担うというもので、これまでの都道府県制度

を根本から変えることを意味します。たとえ

ば、東北の３県が合併すれば「北東北道」と

いう名称が考えられます。

全国に先行して北海道で道州制を特区とし

て試みる最大の理由は、単独で広域なブロッ

クを形成しており、他の地域のように複数の

県を合併させるという難題を克服する必要が

ないからです。

連邦制との違いは：アメリカやドイツの連邦

制とは違います。連邦制は主権を国から地方

へ分割する制度で、地方政府が連邦政府であ

る国全体の統治体系をどう形成するかを考え

るものですが、日本でこれを行うためには憲

法の改正が必要になります。今、提案されて

いる道州制は、あくまでも国の統治権の下で

地方自治の体系を形成しようとするもので

す。したがって国会が唯一の立法機関である

ことに変わりはありません。

これまでの流れは：平成１２年４月に施行され

た「地方分権一括法」が議論のはじまりで

す。北海道でも同年から道州制の検討が始め

られましたが、昨年の総選挙において発表さ

れた自民党の「政権公約２００３」に「道州制導

入の検討と北海道における道州制特区の先行

展開」が明記されてから流れが加速しまし

た。この公約には、地方分権改革の「先行実

施モデル地域」として「北海道道州制特区」

を創設とすると記載されています。

北海道で先行実施する道州制特区とは：財源

の移譲、規制改革、権限の移譲、国と地方支

分部局との事務事業の一元化が構想の柱で

す。言い換えると、「三位一体改革」と「地域

再生」の両方を包含した大局的な概念と言え

ます。

北海道がこれまで克服すべき課題としてき

た３K（寒冷・過疎・広大）についても、こ

れを機会に欠点を利点としてとらえようとす

る前向きな議論が見られています。

次回は、大きな目玉である「上書き権」

や、心配される「問題点」について解説します。
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